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第１ 監査の概要 

 

 １ 監 査 の 種類   公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監 査 対 象   イージス･グループ有限責任事業組合 

            環境部生活環境課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 事前調査期間   平成２４年１２月１８日から平成２５年１月１４日まで 

 ４ 監 査 期 間   平成２５年１月１５日 

 ５ 監査対象年度   平成２３年度 

 ６ 監査対象事項   施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ７ 監 査 方 法    四日市市北部墓地公園の指定管理者であるイージス･グループ有限責

任事業組合に対して、公の施設の管理運営に係る平成２３年度における

出納その他の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、担当者

から説明を聴取し、諸帳簿等について調査・確認するとともに、条例及

び協定書等に沿って適正な管理が行われているかに重点をおいて監査を

実施した。 

             また、所管所属である環境部生活環境課に対しては、指定管理者への

指導監督が適切に行われているかに重点をおいて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  イージス･グループ有限責任事業組合 

代 表 者  職務執行者 斎藤 孝宏 

住  所  四日市市栄町２番２号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市北部墓地公園 

所  在  地 四日市市大矢知町字大沢1981番地25 設置年月：昭和５６年１２月 

指定管理期間 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日 

指定管理料 １５，２００，０００円（平成２３年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

 収 入   １５，２００，０００円 

 支 出   １５，１９８，３７６円 

 収 支        １，６２４円 

利 用 実 績 

処理件数（墓地使用許可等） 

 平成２１年度  ５４８件 

 平成２２年度  ７３４件（前年度比 １８６件 増） 

  平成２３年度  ７７１件（前年度比  ３７件 増） 
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 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 使用の許可、使用許可の取消し、使用権の承継許可等に関すること。 

   イ 管理料の徴収に関すること。 

   ウ 墓地公園の維持及び修繕に関すること。 

   エ その他、墓地公園の運営に関して必要と認める業務に関すること。 

 

 ４ 収支状況 

                                      単位：円 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ０ ０ ０ 

指定管理料 １５，２００，０００ １５，２００，０００ ０ 

収入 計 １５，２００，０００ １５，２００，０００ ０ 

人件費 ９，７００，０００ ９，５８２，５０８ △１１７，４９２ 

管理費 ３，９５７，６００ ４，１６１，０１６ ２０３，４１６ 

 消耗品費 ３７４，１６７ ３５５，９２８ △１８，２３９ 

 印刷製本費 ７２，５５１ ３１，５００ △４１，０５１ 

 光熱水費 ９３０，０００ ７９７，０４６ △１３２，９５４ 

 修繕料 ６８４，０００ ０ △６８４，０００ 

 通信運搬費 ４００，０００ ４１７，３４３ １７，３４３ 

 手数料 ５２５，０００ ８５６，６９４ ３３１，６９４ 

 保険料 ４４２，０２１ ４２４，２５０ △１７，７７１ 

 委託料 １６６，０００ ９４１，２１０ ７７５，２１０ 

 賃借料 １８９，０００ １７１，１９２ △１７，８０８ 

 その他 １７４，８６１ １６５，８５３ △９，００８ 

事業費 ０ ０ ０ 

一般管理費 １，５４２，４００ １，４５４，８５２ △８７，５４８ 

支出 計 １５，２００，０００ １５，１９８，３７６ △１，６２４ 

収  支 ０ １，６２４ １，６２４ 

 

第３ 監査の結果 

 

   監査の対象とした四日市市北部墓地公園の指定管理者：イージス･グループ有限責任事業組合

に対する公の施設の管理に係る平成２３年度における出納その他の事務の執行状況及び同法人

に対する所管所属の指導状況等について監査した結果、次の指摘事項及び意見のとおり、是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、是正、改善を要するものについては、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、是正、改善等の措置を講じられたときは、遅滞なく通知されたい。 



 - 7 -

 １ 指摘事項 

 

【イージス･グループ有限責任事業組合】 

 （１）事業報告書について 

    基本協定書第３２条に定める事業報告書に、管理経費の収支状況の記載がなかった。事業

報告書には必要な事項を記載すること。                 【是正事項】 

 

 （２）業務完了報告について 

    基本協定書第３４条に定める管理業務完了届が提出されていなかった。協定書に基づき遺

漏がないよう、適正な事務処理を行うこと。               【是正事項】 

 

【環境部生活環境課】 

 （１）連絡調整会議について 

    基本協定書第５９条に定める連絡調整会議の設置及び運営について、その会議の組織、運

営、費用負担等を別途協議して定めることになっているので、詳細について文書化するなど

明確にしておくこと。                         【是正事項】 

 

 ２ 意 見 

 

【イージス･グループ有限責任事業組合】 

 （１）指定管理について 

    指定管理者制度は、民間事業者等のノウハウの活用により、質の高いサービスの提供を期

待するものであるが、事業計画書の実施方針に掲げられた安全、公平性、サービスの向上、

経費削減などについて費用対効果の観点からも検証し、着実に成果が上がるような取り組み

を行うこと。                             【改善事項】 

 

 （２）事業収支について 

    事業収支決算において、実施計画時の予算や収支の勘定科目に誤りがないよう、十分に確

認を行うこと。                            【改善事項】 

 

 （３）管理料の振込手数料について 

    利用者が墓地管理料を金融機関へ振込む際の手数料は指定管理者が負担しているが、経費

削減の視点から負担のあり方について再検討を行うこと。         【要望事項】 

 

 （４）研修の実施について 

    個人情報保護の重要性などの研修を定期的に実施している。それも一つの方法ではあるが、

場合によっては集中的に実施するなど、効果的な研修の実施方法を検討すること。また、業

務の中には樹木の剪定などもあるが、実践的な研修の実施についても検討すること。 

                                      【要望事項】 
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【環境部生活環境課】 

 （１）指定管理料の削減について 

    指定管理料の積算や妥当性について、他都市における同規模の墓地公園と費用比較を行う

など研究し、経費削減を図ること。基本は、収支実績報告の支出内訳の精査であり、不要又

は重複する経費の排除、非効率な作業による経費の改善要求など地道な指導に基づき、次期

指定管理料の削減やより合理性のある金額への改定を行うこと。      【改善事項】 

 

 （２）指定管理者制度による管理運営の継続について 

    市民サービスの向上や経費削減などの観点から、直営の場合と比較するなど、指定管理者

制度による管理運営を継続していくことそのものが妥当なのかについても、よく検討を行う

こと。                                【改善事項】 

 

 （３）経営状況の確認について 

    指定管理者の経営状況について職員が把握できるよう、貸借対照表や損益計算書などの確

認一覧表の作成や月次の業務チェックマニュアル導入などを行い、そのノウハウが蓄積され

るような方法を検討すること。                     【改善事項】 

 

 （４）指定管理者に対する指導監督について（重要） 

  ア 基本協定書において、監督者を交替させる時には本市に事前相談するよう定められている

が実施されていない。基本協定書、年度協定書、仕様書の内容について十分に理解し、指定

管理者への指導監督を徹底すること。                  【改善事項】 

  イ 業務形態や人員配置について理解し、墓地管理料の窓口収納のチェックや抜き打ちで現場

確認を行い、業務実態等を把握して月次報告の確認を行うなど、日常業務への牽制を行うこ

と。                                 【改善事項】 

  ウ 保険の加入状況について、証券の内容や確認日などチェック項目を作成して管理すること。 

                                      【改善事項】 

  エ 研修の履行確認について、誰が研修を受け、受講者にどのような意識改革や技能習得など

があったのか研修効果が確認できる工夫をすること。           【改善事項】 

  オ 事業収支決算において修繕料の実績がなかった。修繕の必要性は本当にないのか、必要性

はあっても修繕されないということがないか、現場実査など含めて十分に確認すること。 

                                      【要望事項】 

 

 （５）市民ニーズへの対応について 

  ア 市民ニーズの把握のため、利用者と地域住民を対象にアンケートを実施している。指定管

理者からアンケートの結果報告を受けるだけではなく、その後の対応について、業務や現場

に確実に反映されるよう働きかけること。                【改善事項】 

 

  イ 利用者の意見・要望等について、水取り場の整備など、事業計画書において指定管理者か

ら本市へ提案・協議する事項として記載されているが、その対応はなされていなかった。市

民サービス向上のためにも、実施に向けた対応策を検討すること。     【改善事項】 


